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■改訂する計画

本市交通政策課が所管する計画のうち、平塚市総合交通計画、平塚市地域公共交通網形成計画、平塚市自転車活用推進計画が

2027年度（令和9年度）に計画期間が満了することから改訂を実施する予定です。

また、本市まちづくり政策課が所管する上位計画である平塚市都市マスタープラン（第２次）も同時期に計画期間が満了すること

から、連携して改訂作業を実施するほか、関連計画である平塚市立地適正化計画、平塚駅周辺地区将来構想、平塚市バリアフリー

基本構想と整合します。

平塚市総合交通計画等の改訂について 資料９

平塚市総合交通計画
２０１０年（平成２２）年４月～
202８年（令和１０年）3月

平塚市地域公共交通網形成計画
２０１９年（令和元）年５月～
202８年（令和１０年）3月

平塚市自転車活用推進計画
２０２０年（令和２）年３月策定～

202８年（令和１０年）3月
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■平塚市総合交通計画の概要

これからの高齢化、人口減少社会の到来、地球環境の保全に向け、各交通機関の連携、関係者との協働のもと、交通の円滑化と

環境に対する負荷の軽減を図り、安全で円滑な交通を実現するため、道路網、鉄道網、バス網、自転車の利用促進や各交通機関の

適切な役割分担や周辺環境にも配慮した交通施設整備など、自家用車に過度に依存しない交通体系を示した指針です。

写真はイメージ

平塚市総合交通計画等の改訂について

将来交通体系 将来交通体系の構築に向けた取組み方策 交通戦略プラン
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■平塚市地域公共交通網形成計画の概要

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第５条に基づく計画で、本市の地域公共交通に関するマスタープランで、公共交

通の利便性を向上させるハード施策や公共交通の利用促進につながるソフト施策の実施を定めています。

なお、国の法改正により、従来のバス路線等に加えて、地域の輸送資源を総動員する具体策を盛り込み、定量的な目標の設定や

毎年度の評価などの仕組みを制度化した「地域公共交通計画」に移行する必要があります。

写真はイメージ

平塚市総合交通計画等の改訂について

地域をつなぐ誰もが利用しやすい
持続可能な地域公共交通ネットワークのイメージ

地域公共交通網形成の施策及び実施主体 地区ごとの現況整理と課題のまとめ
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■平塚市自転車活用推進計画の概要

「自転車活用推進法」第１１条に基づく計画で、自転車の走行環境整備（走る）、自転車の駐輪環境整備（停める）、自転車を安全に

利用するための交通ルール・マナー啓発（守る）、まちの活性化に繋がるような自転車活用の推進（活かす）のハード施策及びソフト

施策に、本市をはじめとする関係者が一体となって取り組むことを規定しています。

写真はイメージ

平塚市総合交通計画等の改訂について

平塚市の都市交通の現状と
自転車利用における課題

自転車ネットワーク計画路線 自転車走行空間の整備形態
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■関連計画 平塚市都市マスタープラン（第２次）の概要

「都市計画法」第18条の2に基づく計画で、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として、総合計画の基本構想（市町村の

建設に関する基本構想）に即して定めるものです。

また、市の都市づくりの指針として、めざすべき都市の姿を展望し、都市の目標とする将来都市像など、都市計画の基本的な方

針を定め、交通分野については「道路と交通の整備方針」「地域の分野別方針」など、様々な方向性が示されています。

写真はイメージ

平塚市総合交通計画等の改訂について

将来の広域的骨格概念 道路と交通の整備方針 南部地域の分野別方針
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■関連計画 平塚市立地適正化計画（令和7年3月策定）の概要

「都市再生特別措置法」第81条に基づく計画で、都市計画マスタープランを補完。今後進展する人口減少・少子高齢化や、頻発・

激甚化する自然災害に対応できるよう、住宅や公共施設、医療施設、商業施設など日常生活に必要な施設を適切な場所に配置し、

それぞれを公共交通で結ぶことにより、コンパクト・プラス・ネットワークの便利で快適なまちづくりを進めることを目的とします。

写真はイメージ

平塚市総合交通計画等の改訂について

立地適正化と拠点まちづくりの方針 実現化の戦略
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■関連計画 平塚駅周辺地区将来構想（令和7年3月策定）の概要

平塚駅周辺地区の将来のあるべき姿を共有し、民間の投資意欲を高め、敷地の共同化を推進し、持続可能なまちづくりを実現す

るため、平塚駅周辺地区の概ね20年後の将来像を示し、持続可能なまちづくりを実現するために策定したものです。

写真はイメージ

平塚市総合交通計画等の改訂について

まちづくりのコンセプト

対象地域

駅前広場の将来像
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■関連計画 平塚市バリアフリー基本構想（令和4年3月改定）の概要

公共交通の利便性や安全性の向上、移動しやすい環境整備、さらに、高齢者や障がい者等の特性を理解し助け合う心のバリアフ

リーを広めていく取組を位置付けたものです。

平塚市総合交通計画等の改訂について

バリアフリー化の方針重点整備地区の設定
バリアフリー化の実施事業
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■計画改定の方針

交通のDX化及びGX化、公共交通の運転士不足、新型コロナウイルスまん延後の行動変容など、急速な社会情勢の変化に対す

る、本市の交通に対する方針や施策を市民の皆様に分かりやすく示すため、平塚市総合交通計画、平塚市地域公共交通網形成計

画及び平塚市自転車活用推進計画を統合した、新たな（仮称）「平塚市総合交通計画（第2次）」を策定いたします。

これにより、平塚市立地適正化計画が示す「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考えのもと、まちづくりとの連携を図った道路空

間の利活用、公共交通をはじめ自転車や新型モビリティなどを含めた総合的な交通施策を推進していきます。

平塚市総合交通計画等の改訂について

（新）平塚市総合交通計画
交通に関する
個別計画類を

統合
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■計画の策定期間（案）

計画期間は、２０２８年（令和１０年）～２０３３年（令和１５年）

（国による地域公共交通計画等の作成と運用の手引きで原則５年程度と示されています）

なお、平塚市立地適正化計画及び改定予定の平塚市都市マスタープランが、概ね２０年後の将来を展望し、目標年次を２０４７年

度（令和２９年度）としていることから、中長期的な構想及び計画については、同様の期間を見据えたものを位置付けます。

■計画区域

平塚市全域とします。なお、隣接する各自治体は、公共交通網や移動状況等で連携する面が多く、市町を跨ぐバス路線、移動手

段等の検討時は、自治体間の連携を図ります。

平塚市総合交通計画等の改訂について



11

■計画策定に向けた主なポイント

（１）施策の進捗管理を明確化

これまでの計画は、短期的な計画から長期的な構想まで、施策や成果指標に同列に位置付けている例がありましたが、改定後に

位置付ける施策は、今後５年程度で取り組むものに限定し、計画の進捗管理と評価を分かりやすくします。

（２）地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築）

国の方針に基づき、官民共創・交通事業者間共創・他分野共創の「3つの共創」、自動運転やMaaSなどデジタル技術を実装する

「交通DX」、車両電動化や再エネ地産地消など「交通GX」、を柱とした取組を位置付けていきます。

また、地域の関係者が連携・協働（共創）していくことにより、ポストコロナを見据えた地域公共交通の利便性・生産性・持続可能

性を高めていきます。

・例）様々な民間企業と連携した自動運転バスの社会実装化、地域と協働して導入するコミュニティ交通

（３）まちなかの魅力向上と併せた、交通環境づくりや歩いて楽しい道路空間の形成

平塚駅周辺地区将来構想に基づき「みんなのリビング」となる、平塚駅周辺の交通環境整備等を進めます。

・例）誰もが使いやすい平塚駅南口ロータリーの整備

平塚市総合交通計画等の改訂について
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■計画策定までのスケジュール（概略）

２０２５年度（令和７年度）…計画改定に向けた方針の整理

２０２６年度（令和８年度）…現行の計画の検証。市民、公共交通運行事業者、庁内等との協議調整

２０２７年度（令和９年度）…案の公表とパブリックコメントの実施

２０２８年度（令和１０年度）…策定完了

■策定の体制（令和8年度・令和9年度）について

本市交通政策課を策定の事務局として、平塚市地域公共交通活性化協議会のメンバーを構成員として、対面、オンライン及び

メール等で意見照会等を行いながら、策定を進めていく計画です。

なお、自転車に関しては交通安全協会等、関連団体へ意見照会を行っていきます。

平塚市総合交通計画等の改訂について


